
2021年度加入用（締切　2021年10月13日）

保険期間 2021年11月1日午後4時から
2022年11月1日午後4時まで１年間

施設長の皆さまへ

児童養護施設損害保険制度のご案内

本制度の趣旨

　本制度は児童養護施設を設置・経営される社会福祉法人等が、施設運

営上遭遇する不測の事故に対しての備えを行う為に、昭和61年に創設さ

れたものであり、多くの施設にご加入をいただいております。

　さまざまな困難をもつ児童を処遇する上ではどんな事故が発生する

か分かりません。本制度は、児童養護施設の実態に適した内容となって

おりますので、是非この機会にご加入されますことをおすすめいたしま

す。

＊中途加入は毎月20日締切（手続完了）、

　翌月１日午前０時より補償開始

〈引受保険会社〉
三井住友海上火災保険株式会社
公務第二部・営業第一課

東京都千代田区神田駿河台3-11-1
TEL 03-3259-3017  FAX 03-3293-8609

〈代理店・扱者（幹事）〉
MSK保険センター株式会社
東京都千代田区神田駿河台2-2

御茶ノ水杏雲ビル6F
TEL 03-3259-7901  FAX 03-3259-7917

三井住友海上火災保険株式会社
公益財団法人 児童育成協会



本制度の特色

１．児童養護施設特有の事故に焦点をあわせた損害

　　保険制度です。

２．主契約と任意契約で施設に関する事故を幅広く

　　補償します。

３．保険料は、措置費で認められる範囲に設定されて

　　います。

①主 契 約（セット加入） Ⅰ.入所児童24時間傷害補償
 （幼稚園・小学校・中学校・高等学校生対象）
Ⅱ.施設管理者賠償補償
Ⅲ.入所児童個人賠償補償
Ⅳ.入所児童24時間傷害補償
 （幼稚園・小学校・中学校・高等学校生以外対象）
Ⅴ.職員向け災害見舞金補償
Ⅵ.短期入所児童向け傷害補償
Ⅶ.ボランティア・実習生向け傷害補償

②任意契約（任 意 加 入）

＊児童養護施設を運営されている社会福祉法人が兼営する乳児院に限り、児童
養護施設と同様、本制度への加入が可能です。
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児童養護施設損害
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約
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セ
ッ
ト
）

② 
任
意
契
約
（
任
意
加
入
）

保険の種類 保険金額（支払限度額）

入所児童個人賠償補償
●団体総合生活補償保険

●保険料確定特約（包括契約特約用）

●日常生活賠償保険金額（支払限度額）　１事故　１億円
● 免責金額はありません。

短期入所児童向け傷害補償
●団体総合生活補償保険（標準型）

●管理下中の傷害危険補償特約

●準記名式契約（全員付保）（同一保険金
額）特約

●天災危険補償特約

●傷害死亡・後遺障害保険金額 １口あたり 100万円
●傷害入院保険金日額 １口あたり 1,500円

● 入院１日目からお支払いします。
● 通院については補償されません。
● 手術を受けた場合は傷害手術保険金（入院中に受けた手術の場合は傷害
入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は傷害入院保険金日額の
5倍）をお支払いします。

最高5口までご加入いただけます

入所児童24時間傷害補償
（幼稚園・小学校・中学校・高等学校
生以外対象)
●団体総合生活補償保険（標準型）

●準記名式契約（全員付保）（同一保険金
額）特約

●天災危険補償特約

●傷害死亡・後遺障害保険金額 １口あたり 100万円
●傷害入院保険金日額 １口あたり 1,500円

● 入院１日目からお支払いします。
● 通院については補償されません。
● 手術を受けた場合は傷害手術保険金（入院中に受けた手術の場合は傷害
入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は傷害入院保険金日額の
5倍）をお支払いします。

最高5口までご加入いただけます

ボランティア・実習生向け傷害補償
●団体総合生活補償保険（標準型）

●管理下中の傷害危険補償特約

●準記名式契約（一部付保）（同一保険金
額）特約

●傷害死亡・後遺障害保険金額 １口あたり 100万円
●傷害入院保険金日額 １口あたり 1,500円

● 入院１日目からお支払いします。
● 通院については補償されません。
● 手術を受けた場合は傷害手術保険金（入院中に受けた手術の場合は傷害
入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は傷害入院保険金日額の
5倍）をお支払いします。

最高5口までご加入いただけます

※上記のうち、傷害補償については職種級別Ａ（一般事務従事者、一般学生等）の保険料です。それ以外のご職業の場合には代理店・扱者ま
たは引受保険会社までお問合わせください。

施設管理者賠償補償
●施設所有（管理）者賠償責任保険

●生産物賠償責任保険

●昇降機賠償責任保険
Ａコース

Ｂコース

Ｃコース

1億円

3億円

3億円

身体障害
財物損壊
身体障害
財物損壊
身体障害
財物損壊

3,000万円
ー

3,000万円
ー

1億円
ー

1億円
200万円

3億円
500万円

3億円
1,000万円

A〜Cコース共通

区分 1名 1事故 1事故・保険期間中

施設・業務上のミス・エレベーター等による事故
（施設（所有）管理者賠償責任保険・

昇降機賠償責任保険）
（生産物賠償責任

保険）

飲食物等による事故

支払
限度額

免責金額 身体障害・財物損壊それぞれ1事故につき3万円 1事故につき3万円

職員向け災害見舞金補償
●労働災害総合保険

●通勤災害補償特約

死亡 後遺障害

Ａコース

Ｂコース

Ｃコース

500万円

1,000万円

1,500万円

休業補償

１日あたり
1,000円

１日あたり
2,000円

１日あたり
2,000円

1〜3級
4級
5級
6級

7級
8級
9級

10級

250万円
200万円
150万円
100万円

500万円
400万円
350万円
300万円

11級
12級
13級
14級

50万円
25万円
15万円
10万円

1〜3級
4級
5級
6級

7級
8級
9級

10級

500万円
400万円
300万円
200万円

1,000万円
800万円
700万円
600万円

11級
12級
13級
14級

100万円
50万円
30万円
20万円

1〜3級
4級
5級
6級

7級
8級
9級

10級

750万円
600万円
450万円
300万円

1,500万円
1,200万円
1,050万円

900万円

11級
12級
13級
14級

150万円
75万円
45万円
30万円

入所児童24時間傷害補償
（幼稚園・小学校・中学校・高等学校生対象)
●普通傷害保険

●学校契約団体傷害保険（管理下および
管理下外補償）特約

●保険料確定特約（学校契約団体傷害保
険特約用）

●天災危険補償特約

●死亡・後遺障害保険金額 １口あたり 100万円
●入院保険金日額 １口あたり 1,500円

● 事故の発生の日から起算して7日が満了する日以降においてなお、入院保険
金の支払いを受けるべき状態にある場合に保険金をお支払いします。

● 通院については補償されません。
● 手術を受けた場合は手術保険金（入院中に受けた手術の場合は入院保険
金日額の10倍、それ以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍）をお支払
いします。

最高5口までご加入いただけます

被保険者である入所児童が日常生活上の不注

意により第三者に身体障害や財物損壊を与え、

その児童が法律上の損害賠償責任を負った場

合、保険金をお支払いします。

＊前年度の中学生以上の在籍名簿のご提出が

必要です。

保険制度の概要
補償内容 年間保険料

措置費
との
関係

措
置
費
の
対
象
と
な
る
→
施
設
会
計

時間、場所を問わず、偶然な事故によるケガによ

り、入所児童が死亡した場合、後遺障害を被った

場合、所定の要件を満たす入院をした場合およ

び手術した場合に保険金をお支払いします。
● 本補償は長期入所児童向けの補償です。短期

入所児童の補償を希望される場合は、下記

「短期入所児童向け傷害補償」にご加入くださ

い。（長期入所児童全員が対象となります。）

施設職員（パート、アルバイト等の臨時雇職員を

含みます。）が業務中および通勤途上中の災害

によって身体に障害を被った場合に、被保険者

が法定外補償規定等に基づき政府労災保険等

の上乗せ補償金の支払責任を負うことによって

被る損害に対して、保険金をお支払いします。
● ボランティア、実習生等賃金の支払いがない方に

ついての補償を希望される場合は、下記「ボラン

ティア・実習生向け傷害補償」にご加入ください。

ボランティア・実習生が施設管理下の活動中（通

常の往復途上中を含みます）において、偶然な

事故によるケガにより死亡した場合、後遺障害を

被った場合、入院した場合および手術した場合に

保険金をお支払いします。被保険者（補償の対象

者）の名簿（補償対象者名簿）を備え付けていた

だきます。

ショートステイ、トワイライトステイ等の短期入所

児童が施設管理下中（通常の往復途上中を含み

ます。）において、偶然な事故によるケガにより死

亡した場合、後遺障害を被った場合、入院した場

合および手術をした場合に保険金をお支払いし

ます。被保険者（補償の対象者）の名簿（補償対

象者名簿）を備え付けていただきます。

時間、場所を問わず、偶然な事故によるケガによ

り、入所児童が死亡した場合、後遺障害を被った

場合、入院した場合および手術した場合に保険金を

お支払いします。被保険者（補償の対象者）の名簿

（補償対象者名簿）を備え付けていただきます。
● 本補償は長期入所児童向けの補償です。短期

入所児童の補償を希望される場合は、下記「短

期入所児童向け傷害補償」にご加入ください。

施設やエレベーターなどの管理不備・欠陥、施設

管理者の不注意または施設で提供した飲食物な

どが原因で、入所児童やその他の第三者の生命

や身体を害したり、財物を損壊（滅失、破損、汚

損もしくは紛失すること、または盗取されること）し

た場合に、施設が法律上の損害賠償責任を負担

することによって被る損害に対して、保険金をお

支払いします。

中学生以下（幼稚園・小学校・中学校）の人数（注1）

 ×1,380円×口数
高校生（高等学校）の人数（注1）

 ×1,628円×口数
●2口以上でのご加入をおすすめします。
●「中学生以下」 「高校生」、同じ口数でのご加入となります。

ボランティア・実習生の最高稼働人数（注4）

 ×2,050円×口数

Ａコース
施設職員数（含むパート・アルバイト） ×  876円

Ｂコース
施設職員数（含むパート・アルバイト） ×1,753円

Ｃコース
施設職員数（含むパート・アルバイト） ×2,371円

（注1）児童数は協会に対して報告している把握可能な最近の会計年度（1年間）
の年間平均入所児童数（新設施設は把握可能な直近平均入所児童数）

「入所児童月別在籍状況報告」で算出した保険料

（注4）「1日に最大何名がボランティア・実習生として施設業務に従
事するか」の見込人数。保険期間中に、実際の最高稼働人
数が見込人数を超える場合は、代理店・扱者まで連絡願い
ます。

最高5口

最高5口

最高5口

短期入所児童の人数（注3）

 ×2,120円×口数
（注3）短期入所児童の名簿人数（名簿備付要・提出不要）。保険期

間中に人数の変更がある場合は、代理店・扱者まで連絡願
います。

最高5口

幼稚園・小学校・中学校・高等学校在学以外の
入所児童の人数（注2）

 ×3,070円×口数
●2口以上でのご加入をおすすめします。

（注2）幼稚園・小学校・中学校・高等学校在学生以外の入所児童
の名簿人数（名簿備付要・提出不要）。保険期間中に人数の
変更がある場合は、代理店・扱者まで連絡願います。

最高5口

※昇降機がある場合は、１台につき下記の保険料を加算して下さい。
　 Aコース3,500円、Bコース4,240円、Cコース4,500円

施設の入所児童定員数により、下表のとおりとなります。
●入所児童定員数には、措置停止・継続児童数を含みます。
施設管理者賠償補償保険料表

定員
Ａコース
Ｂコース
Ｃコース

11〜30名
25,940円
28,580円
31,440円

10名まで
21,620円
23,820円
26,200円

31〜60名
29,300円
33,040円
36,350円

61〜70名
30,900円
34,680円
38,160円

71〜80名
33,320円
37,250円
40,980円

81〜90名
35,830円
39,910円
43,910円

91〜100名
38,420円
42,680円
46,940円

101名以上
41,110円
45,520円
50,050円
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●天災危険補償特約

●傷害死亡・後遺障害保険金額 １口あたり 100万円
●傷害入院保険金日額 １口あたり 1,500円

● 入院１日目からお支払いします。
● 通院については補償されません。
● 手術を受けた場合は傷害手術保険金（入院中に受けた手術の場合は傷害
入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は傷害入院保険金日額の
5倍）をお支払いします。

最高5口までご加入いただけます

ボランティア・実習生向け傷害補償
●団体総合生活補償保険（標準型）

●管理下中の傷害危険補償特約

●準記名式契約（一部付保）（同一保険金
額）特約

●傷害死亡・後遺障害保険金額 １口あたり 100万円
●傷害入院保険金日額 １口あたり 1,500円

● 入院１日目からお支払いします。
● 通院については補償されません。
● 手術を受けた場合は傷害手術保険金（入院中に受けた手術の場合は傷害
入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は傷害入院保険金日額の
5倍）をお支払いします。

最高5口までご加入いただけます

※上記のうち、傷害補償については職種級別Ａ（一般事務従事者、一般学生等）の保険料です。それ以外のご職業の場合には代理店・扱者ま
たは引受保険会社までお問合わせください。

施設管理者賠償補償
●施設所有（管理）者賠償責任保険

●生産物賠償責任保険

●昇降機賠償責任保険
Ａコース

Ｂコース

Ｃコース

1億円

3億円

3億円

身体障害
財物損壊
身体障害
財物損壊
身体障害
財物損壊

3,000万円
ー

3,000万円
ー

1億円
ー

1億円
200万円

3億円
500万円

3億円
1,000万円

A〜Cコース共通

区分 1名 1事故 1事故・保険期間中

施設・業務上のミス・エレベーター等による事故
（施設（所有）管理者賠償責任保険・

昇降機賠償責任保険）
（生産物賠償責任

保険）

飲食物等による事故

支払
限度額

免責金額 身体障害・財物損壊それぞれ1事故につき3万円 1事故につき3万円

職員向け災害見舞金補償
●労働災害総合保険

●通勤災害補償特約

死亡 後遺障害

Ａコース

Ｂコース

Ｃコース

500万円

1,000万円

1,500万円

休業補償

１日あたり
1,000円

１日あたり
2,000円

１日あたり
2,000円

1〜3級
4級
5級
6級

7級
8級
9級

10級

250万円
200万円
150万円
100万円

500万円
400万円
350万円
300万円

11級
12級
13級
14級

50万円
25万円
15万円
10万円

1〜3級
4級
5級
6級

7級
8級
9級

10級

500万円
400万円
300万円
200万円

1,000万円
800万円
700万円
600万円

11級
12級
13級
14級

100万円
50万円
30万円
20万円

1〜3級
4級
5級
6級

7級
8級
9級

10級

750万円
600万円
450万円
300万円

1,500万円
1,200万円
1,050万円

900万円

11級
12級
13級
14級

150万円
75万円
45万円
30万円

入所児童24時間傷害補償
（幼稚園・小学校・中学校・高等学校生対象)
●普通傷害保険

●学校契約団体傷害保険（管理下および
管理下外補償）特約

●保険料確定特約（学校契約団体傷害保
険特約用）

●天災危険補償特約

●死亡・後遺障害保険金額 １口あたり 100万円
●入院保険金日額 １口あたり 1,500円

● 事故の発生の日から起算して7日が満了する日以降においてなお、入院保険
金の支払いを受けるべき状態にある場合に保険金をお支払いします。

● 通院については補償されません。
● 手術を受けた場合は手術保険金（入院中に受けた手術の場合は入院保険
金日額の10倍、それ以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍）をお支払
いします。

最高5口までご加入いただけます

被保険者である入所児童が日常生活上の不注

意により第三者に身体障害や財物損壊を与え、

その児童が法律上の損害賠償責任を負った場

合、保険金をお支払いします。

＊前年度の中学生以上の在籍名簿のご提出が

必要です。

保険制度の概要
補償内容 年間保険料

措置費
との
関係

措
置
費
の
対
象
と
な
る
→
施
設
会
計

時間、場所を問わず、偶然な事故によるケガによ

り、入所児童が死亡した場合、後遺障害を被った

場合、所定の要件を満たす入院をした場合およ

び手術した場合に保険金をお支払いします。
● 本補償は長期入所児童向けの補償です。短期

入所児童の補償を希望される場合は、下記

「短期入所児童向け傷害補償」にご加入くださ

い。（長期入所児童全員が対象となります。）

施設職員（パート、アルバイト等の臨時雇職員を

含みます。）が業務中および通勤途上中の災害

によって身体に障害を被った場合に、被保険者

が法定外補償規定等に基づき政府労災保険等

の上乗せ補償金の支払責任を負うことによって

被る損害に対して、保険金をお支払いします。
● ボランティア、実習生等賃金の支払いがない方に

ついての補償を希望される場合は、下記「ボラン

ティア・実習生向け傷害補償」にご加入ください。

ボランティア・実習生が施設管理下の活動中（通

常の往復途上中を含みます）において、偶然な

事故によるケガにより死亡した場合、後遺障害を

被った場合、入院した場合および手術した場合に

保険金をお支払いします。被保険者（補償の対象

者）の名簿（補償対象者名簿）を備え付けていた

だきます。

ショートステイ、トワイライトステイ等の短期入所

児童が施設管理下中（通常の往復途上中を含み

ます。）において、偶然な事故によるケガにより死

亡した場合、後遺障害を被った場合、入院した場

合および手術をした場合に保険金をお支払いし

ます。被保険者（補償の対象者）の名簿（補償対

象者名簿）を備え付けていただきます。

時間、場所を問わず、偶然な事故によるケガによ

り、入所児童が死亡した場合、後遺障害を被った

場合、入院した場合および手術した場合に保険金を

お支払いします。被保険者（補償の対象者）の名簿

（補償対象者名簿）を備え付けていただきます。
● 本補償は長期入所児童向けの補償です。短期

入所児童の補償を希望される場合は、下記「短

期入所児童向け傷害補償」にご加入ください。

施設やエレベーターなどの管理不備・欠陥、施設

管理者の不注意または施設で提供した飲食物な

どが原因で、入所児童やその他の第三者の生命

や身体を害したり、財物を損壊（滅失、破損、汚

損もしくは紛失すること、または盗取されること）し

た場合に、施設が法律上の損害賠償責任を負担

することによって被る損害に対して、保険金をお

支払いします。

中学生以下（幼稚園・小学校・中学校）の人数（注1）

 ×1,380円×口数
高校生（高等学校）の人数（注1）

 ×1,628円×口数
●2口以上でのご加入をおすすめします。
●「中学生以下」 「高校生」、同じ口数でのご加入となります。

ボランティア・実習生の最高稼働人数（注4）

 ×2,050円×口数

Ａコース
施設職員数（含むパート・アルバイト） ×  876円

Ｂコース
施設職員数（含むパート・アルバイト） ×1,753円

Ｃコース
施設職員数（含むパート・アルバイト） ×2,371円

（注1）児童数は協会に対して報告している把握可能な最近の会計年度（1年間）
の年間平均入所児童数（新設施設は把握可能な直近平均入所児童数）

「入所児童月別在籍状況報告」で算出した保険料

（注4）「1日に最大何名がボランティア・実習生として施設業務に従
事するか」の見込人数。保険期間中に、実際の最高稼働人
数が見込人数を超える場合は、代理店・扱者まで連絡願い
ます。

最高5口

最高5口

最高5口

短期入所児童の人数（注3）

 ×2,120円×口数
（注3）短期入所児童の名簿人数（名簿備付要・提出不要）。保険期

間中に人数の変更がある場合は、代理店・扱者まで連絡願
います。

最高5口

幼稚園・小学校・中学校・高等学校在学以外の
入所児童の人数（注2）

 ×3,070円×口数
●2口以上でのご加入をおすすめします。

（注2）幼稚園・小学校・中学校・高等学校在学生以外の入所児童
の名簿人数（名簿備付要・提出不要）。保険期間中に人数の
変更がある場合は、代理店・扱者まで連絡願います。

最高5口

※昇降機がある場合は、１台につき下記の保険料を加算して下さい。
　 Aコース3,500円、Bコース4,240円、Cコース4,500円

施設の入所児童定員数により、下表のとおりとなります。
●入所児童定員数には、措置停止・継続児童数を含みます。
施設管理者賠償補償保険料表

定員
Ａコース
Ｂコース
Ｃコース

11〜30名
25,940円
28,580円
31,440円

10名まで
21,620円
23,820円
26,200円

31〜60名
29,300円
33,040円
36,350円

61〜70名
30,900円
34,680円
38,160円

71〜80名
33,320円
37,250円
40,980円

81〜90名
35,830円
39,910円
43,910円

91〜100名
38,420円
42,680円
46,940円

101名以上
41,110円
45,520円
50,050円



各補償の詳細について
Ⅰ． 入所児童24時間傷害補償（幼稚園・小学校・中学校・高等学校生対象）
　　（普通傷害保険＋学校契約団体傷害保険（管理下および管理下外補償）特約＋天災危険補償特約）
①保険金をお支払いする場合、保険金のお支払額

（注）次の特約をセットした場合は、下表に掲げる日が満了する日以降においてなお、入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に
該当している場合に限り、入院保険金、手術保険金のうちお支払いすべき保険金をお支払いします。

※印を付した用語については、5ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）

死亡保険金

後遺障害保険金

入院保険金

手術保険金

保険期間中の事故によるケガ※のた
め、事故の発生の日からその日を含
めて１８０日以内に死亡された場合

死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人（定めな
かった場合は被保険者の法定相続人）にお支払いします。
（注）既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険

金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。

保険期間中の事故によるケガ※のた
め、事故の発生の日からその日を含
めて１８０日以内に後遺障害※が生じ
た場合

後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の１００％
～4％をお支払いします。
（注１）政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合

で、後遺障害保険金をお支払いします。
（注２）被保険者が事故の発生の日からその日を含めて１８０日を超えてなお

治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日
からその日を含めて１８１日目における医師※の診断に基づき後遺障害
の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。

（注３）同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に
対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。

（注４）既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保
険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となりま
す。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金は、死亡・
後遺障害保険金額が限度となります。

保険期間中の事故によるケガ※のた
め、入院※された場合（注）

[入院保険金日額]×[入院※した日数]をお支払いします。
（注１）事故の発生の日からその日を含めて１８０日を経過した後の入院に

対しては、入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする入
院した日数は１８０日が限度となります。

（注２）入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険
金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、入院
保険金を重ねてはお支払いしません。

保険期間中の事故によるケガ※の治
療※のため、事故の発生の日からその
日を含めて１８０日以内に手術※を受
けられた場合（注）

次の算式によって算出した額をお支払いします。
① 入院※中に受けた手術※の場合…［入院保険金日額］×１０
② ①以外の手術の場合…［入院保険金日額］×５
（注）１事故に基づくケガ※について、１回の手術に限ります。また、１事故に

基づくケガについて①および②の手術を受けた場合は、①の算式
によります。

保険金の種類

傷
害
保
険
金

保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※

●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●外科的手術その他の医療処置によるケガ（ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガ
の治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。）
●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ（テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に
関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。）
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、
それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※

●入浴中の溺水※（ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、
保険金をお支払いします。）
●原因がいかなるときでも、誤嚥（えん）※によって生じた肺炎
●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ（＊）

　（＊）施設の管理下・管理下外により異なります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ

など
（注）細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。

死亡保険金

学校契約団体傷害保険（管理下および管理下外補償）特約 事故の発生の日から起算して７日

後遺障害保険金

入院保険金

手術保険金

保険金の種類 保険金をお支払いしない主な場合

傷
害
保
険
金

②保険金をお支払いしない主な場合
※印を付した用語については、5ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）
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※印の用語のご説明
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床
検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行（＊）または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
（＊）いずれもそのための練習を含みます。
●「頸（けい）部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
　「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
　「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
　「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
　「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状（＊）

を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
　①細菌性食中毒
　②ウイルス性食中毒
（＊）継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない
機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを
裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。

●「公的医療保険制度」とは、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、
船員保険法および高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかに基づく医療保険制度をいいます。

●「誤嚥（えん）」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
　①公的医療保険制度※における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為（＊１）。ただし、創傷処理、皮膚
切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。

　②先進医療※に該当する診療行為（＊２）
（＊１）①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表にお

いても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
（＊２）②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すもの

に限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、
放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。

●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート（水上オートバイを含みます。）、ゴーカート、スノーモービル その他これらに類する
ものをいいます。

●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定め
るもの（先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。）をい
います。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、
変動します。

●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念すること
をいいます。

山岳登はん（＊１）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（＊２）操縦（＊３）、スカイダイビング、ハンググラ
イダー搭乗、超軽量動力機（＊４）搭乗、ジャイロプレーン搭乗

その他これらに類する危険な運動
（＊１）ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング（フリークラ
　　　イミングを含みます。）をいいます。
（＊２）グライダーおよび飛行船は含みません。
（＊３）職務として操縦する場合は含みません。
（＊４）モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュー

ト型超軽量動力機は含みません。

【補償対象外となる運動等】

特約

天災危険補償特約
（自動セット） 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※の場合も、保険金をお支払いします。

条件付戦争危険等免責に
関する一部修正特約
（自動セット）

特約の概要
【特約の説明】

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支
払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有
する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。

保険料確定特約
（学校契約団体傷害
保険契約用）

把握可能な最近の会計年度または過去1年間の実績に基づき算出した保険料を領収し、保険期間
終了後の確定精算を不要とする特約です。
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③保険金をお支払いしない主な場合
＜賠償責任保険普通保険約款でお支払いしない主な場合＞
●保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償
責任
●被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されるこ
と）について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
●被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
●被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または
騒擾（じょう）に起因する損害賠償責任
●地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
●液体、気体（煙、蒸気、じんあい等を含みます。）または固体の排出、流出または溢（いっ）出に起因する損
害賠償責任（ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。）
●原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任（ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の
利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれ
らの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。）　　　　　　　　等

　＜賠償責任保険追加特約でお支払いしない主な場合＞
●直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによっ
て被る損害。いずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの
事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
◇石綿等（アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵（じん））の人体への摂取または吸引
◇石綿等への曝露（ばくろ）による疾病
◇石綿等の飛散または拡散
●直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害

なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受
保険会社までお問合わせください。

被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた
損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかか
わらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。

お支払いする争訟費用の額 ⑥争訟費用の額
支払限度額

①損害賠償金の額

「①損害賠償金」についてのご注意

×＝

Ⅱ．施設管理者賠償補償（施設所有（管理）者賠償責任保険＋昇降機賠償責任保険＋生産物賠償責任保険）
①保険金をお支払いする主な場合
●施設所有（管理）者賠償責任保険、昇降機賠償責任保険
　施設所有者・管理者である被保険者（保険契約により補償を受けられる方）が所有、使用もしくは管理している各種の
施設・設備、用具等の管理の不備、または被保険者もしくはその従業員等の業務活動中のミスにより発生した偶然な
事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗
取されること）した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害（損害賠償金や争訟
費用等）に対して、保険金をお支払いします。

　また、被保険者（保険契約により補償を受けられる方）が所有、使用または管理しているエレベーターの構造上の欠陥
や運行・管理の不備により発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊（滅失、
破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること）した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担するこ
とによって被る損害（損害賠償金や争訟費用等）に対して、保険金をお支払いします。
●生産物賠償責任保険
　被保険者（保険契約により補償を受けられる方）が製造もしくは販売した製品、または被保険者が行った仕事の結果
に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取さ
れること）した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害（損害賠償金や争訟費用
等）に対して、保険金をお支払いします。

②お支払いの対象となる損害

上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から加入者証記載の免責金額を差し
引いた額をお支払いします。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金について
は、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場
合には、次の金額を限度とします。

損 害 賠 償 金

損害防止費用
権利保全行使費用

緊急措置費用
協 力 費 用
争 訟 費 用

①

②
③

④
⑤
⑥

法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等（損害賠償請求
権者に対する遅延損害金を含みます。）
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使す
るために必要な手続に要した費用
事故が発生した場合の緊急措置（他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等）に要した費用
引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用

損害の種類 内　　　容
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＜生産物特別約款でお支払いしない主な場合＞
●次の財物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること。これらに起因する使用不能または修
補を含みます。）に対する損害賠償責任。なお、これらの財物の一部の欠陥によるその財物の他の部分の損壊に対する損
害賠償責任を含みます。
　◇生産物
　◇仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物（作業が加えられるべきであった場合を含みます。）
●被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起
因する損害賠償責任
●被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任
●保険期間前に既に発生していた事故と同一の原因により保険期間開始後に生じた事故に基づく損害
●次のいずれかに該当する場合
　◇この保険契約が初年度契約の場合において、保険契約者、被保険者もしくはその代理人が、この保険契約の開始時より
　前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていた（注）とき
　◇この保険契約が継続契約の場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、初年度契約の保険期間の開始時
　より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていた（注）とき

（注）知っていたと合理的に判断できる理由があるときを含みます。
●事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一原因による他の事故の発生を防止するために生産物
または仕事の目的物について講じるべき回収措置（回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置）を、被保
険者が正当な理由なく怠ったときの、以後発生する同一の原因に基づく損害
●生産物が成分、原材料または部品等として使用された（生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製
造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。）財物（以下「完成品」といいま
す。）の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること）に起因する損害。
　ただし、完成品の損壊に起因して発生した、完成品以外の財物の損壊および身体の障害は除きます。
●生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合の次のいずれかに該当する損害
　◇製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物（以下「製造品・加工品」といいま
す。）の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること）に起因する損害

　◇製造品・加工品の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損害。
　ただし、製造品・加工品の損壊に起因して発生した、製造品・加工品以外の財物の損壊および身体の障害は除きます。
●医薬品等、農薬または食品のいずれかに該当する生産物が、その意図または期待された効能または性能を発揮しなかった
ことに起因する損害
●保険の対象が医薬品等、医薬品等の製造・販売、臨床試験の場合に、特定の医薬品および特定の症状・事由に起因する損害　等

　　上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、
　ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

＜昇降機特別約款でお支払いしない主な場合＞
●被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害
●昇降機の修理、改造、取外し等の工事に起因する損害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

＜施設所有（管理）者特別約款でお支払いしない主な場合＞
●施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
●航空機の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリングまたは熱気球の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●昇降機（財物のみを積載する昇降機、サービスステーション施設内にあるオートリフト、機械式の立体駐車場を含みません。）
の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、販売等を目的として展示されて
いる場合を除きます。この場合であっても、走行している間は自動車とみなします。
●施設外における船舶または車両（自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含
みません。）の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

●給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具からの蒸気・水の漏出、溢（いっ）出またはスプリン
クラーからの内容物の漏出、溢（いっ）出による財物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取され
ること）に起因する損害賠償責任
●仕事の終了または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任
●直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該
当する行為に起因する損害

●被保険者が行うＬＰガス販売業務の遂行（ＬＰガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。）
に起因して生じた損害
●石油物質が施設から公共水域（海、河川、湖沼、運河）へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する
法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害

●石油物質が施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕
収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用（被保
険者が支出したと否とを問いません。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

（a）医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されて
いない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。

（b）はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう
師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。

（c）理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計
士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士、獣医師がそれらの
資格に基づいて行う行為

（a）水の汚染による他人の財物の損壊（滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること）に起因する損
害賠償責任

（b）水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
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Ⅲ．入所児童個人賠償補償（団体総合生活補償保険）

※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）

①保険期間中の次のア．または
イ．の偶然な事故により、他人
の生命または身体を害した
り、他人の物を壊したりして、
法律上の損害賠償責任を
負われた場合

②日本国内において保険期間
中の次のア．またはイ．の偶然
な事故により、誤って線路へ
立入ってしまったこと等が原
因で電車等（＊１）を運行不
能（＊２）にさせ、法律上の損害
賠償責任を負われた場合
ア．本人の居住の用に供され
る住宅（＊３）の所有、使用ま
たは管理に起因する偶然
な事故
イ．被保険者の日常生活に起
因する偶然な事故

（＊１）電車、気動車、モノレール
等の軌道上を走行する
陸上の乗用具をいいます。

（＊２）正常な運行ができなくなる
ことをいいます。ただし、運
行することにつき、物理的な
危険を伴うものをいいます。

（＊３）敷地内の動産および不
動産を含みます。

（注）被保険者の範囲は、本人、
配偶者※、同居の親族およ
び別居の未婚※の子となり
ます。なお、これらの方が責
任無能力者である場合は、
親権者・法定監督義務者・
監督義務者に代わって責
任無能力者を監督する方
（責任無能力者の６親等内
の血族、配偶者および３親
等内の姻族に限ります。）を
被保険者とします。「同居の
親族」とは、本人またはその
配偶者と同居の、本人また
はその配偶者の６親等内
の血族および３親等内の
姻族をいいます。「別居の
未婚の子」とは、本人または
その配偶者と別居の、本人
またはその配偶者の未婚
の子をいいます。

●保険契約者、被保険者またはこれ
らの方の法定代理人の故意によ
る損害
●被保険者の業務遂行に直接起因
する損害賠償責任（仕事上の損
害賠償責任）
●他人から借りたり預かったりした物
を壊したことによる損害賠償責任
●被保険者と同居する親族※に対す
る損害賠償責任
●被保険者の使用人（家事使用人
を除きます。）が業務従事中に被っ
た身体の障害に起因する損害賠
償責任
●第三者との損害賠償に関する約
定によって加重された損害賠償責
任
●心神喪失に起因する損害賠償責
任
●被保険者または被保険者の指図
による暴行、殴打による損害賠償
責任
●自動車等※の車両（ゴルフ場敷地
内におけるゴルフカートを除きま
す。）、船舶、航空機、銃器、業務の
ために使用する動産または不動
産の所有、使用または管理に起因
する損害賠償責任
●戦争、その他の変乱※、暴動による
損害
●地震もしくは噴火またはこれらを原
因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性・爆発性
等による損害

など

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いしない主な場合

 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担

する法律上の損害賠償責任の額 ＋ 判決に

より支払を命ぜられた訴訟費用または判決

日までの遅延損害金 － 被保険者が損害賠

償請求権者に対して損害賠償金を支払った

ことにより代位取得するものがある場合は、

その価額 － 免責金額※（０円）
（注１）１回の事故につき、日常生活賠償保険金

額が限度となります。
（注２）損害賠償金額等の決定については、あ

らかじめ引受保険会社の承認を必要と
します。

（注３）上記算式により計算した額とは別に、損
害の発生または拡大を防止するために
必要または有益であった費用、示談交
渉費用、争訟費用等をお支払いします。

（注４）日本国内において発生した事故につい
ては、被保険者のお申出により、示談交
渉をお引受します。ただし、損害賠償請
求権者が同意されない場合、被保険者
が負担する法律上の損害賠償責任の
額が日常生活賠償保険金額を明らかに
超える場合、正当な理由なく被保険者が
協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関
する訴訟が日本国外の裁判所に提起さ
れた場合には示談交渉を行うことができ
ませんのでご注意ください。

（注５）補償内容が同様の保険契約（異なる保
険種類の特約や引受保険会社以外の
保険契約を含みます。）が他にある場合、
補償の重複が生じることがあります。補
償内容の差異や保険金額、加入の要否
をご確認いただいたうえでご加入くださ
い。

保険金のお支払額
日常生活賠償
保険金
★日常生活賠償
　特約

【※印の用語のご説明】
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「親族」とは、６親等内の血族、配偶者※および３親等内の姻族をいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（内縁関係）にある方および戸籍上の性別
が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。

●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。

セットする特約
条件付戦争危険等免責に関する一部
修正特約（自動セット）

特約の説明
【特約の説明】

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払
いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・
個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
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Ⅳ．入所児童２４時間傷害補償（幼稚園・小学校・中学校・高等学校生以外対象）
　 （団体総合生活補償保険（標準型）＋準記名式契約（全員付保）（同一保険金額）特約＋天災危険補償特約）

※印を付した用語については、１０ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）

傷害死亡
保険金

保険期間中の事
故によるケガ※の
ため、事故の発
生の日からその日
を含めて１８０日
以内に死亡され
た場合

●保険契約者、被保険者または保
　険金を受け取るべき方の故意また
　は重大な過失によるケガ※
●闘争行為、自殺行為または犯罪行
　為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯
　び運転※または麻薬等を使用して
　の運転中のケガ
●脳疾患、病気または心神喪失によ
　るケガ
●妊娠、出産、早産または流産による
　ケガ
●引受保険会社が保険金を支払う
　べきケガの治療※以外の外科的手
　術その他の医療処置によるケガ
●戦争、その他の変乱※、暴動による
　ケガ（テロ行為によるケガは、条件
　付戦争危険等免責に関する一部
　修正特約により、保険金の支払対
　象となります。）
●核燃料物質等の放射性・爆発性
　等によるケガ
●原因がいかなるときでも、頸（けい）
　部症候群※、腰痛その他の症状を
　訴えている場合に、それを裏付け
　るに足りる医学的他覚所見のない
　もの※
●入浴中の溺水※（ただし、引受保
　険会社が保険金を支払うべきケガ
　によって発生した場合には、保険
　金をお支払いします。）
●原因がいかなるときでも、誤嚥（え
　ん）※によって発生した肺炎
●別記の「補償対象外となる運動等」
　を行っている間のケガ
●乗用具※を用いて競技等※をして
　いる間のケガ
　　　　　　　　　　　  　 など
（注）細菌性食中毒およびウイルス性
　　食中毒は、補償の対象にはなり
　　ません。

保険金の種類

傷
害
保
険
金

保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いしない主な場合

（注１）傷害死亡保険金受取人（定めなかった
場合は被保険者の法定相続人）にお支
払いします。

（注２）既にお支払いした傷害後遺障害保険金
がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険
金額から既にお支払いした傷害後遺障
害保険金の額を差し引いた額をお支払
いします。

保険金のお支払額

★傷害補償
（標準型）特約

保険期間中の事
故によるケガ※の
ため、事故の発
生の日からその日
を含めて１８０日
以内に後遺障害※

が発生した場合

　　　　　　　 ×

（注１）政府労災保険に準じた等級区分ごとに
定められた保険金支払割合で、傷害後
遺障害保険金をお支払いします。

（注２）被保険者が事故の発生の日からその日
を含めて１８０日を超えてなお治療※を要
する状態にある場合は、引受保険会社
は、事故の発生の日からその日を含めて
１８１日目における医師※の診断に基づき
後遺障害※の程度を認定して、傷害後
遺障害保険金をお支払いします。

（注３）同一の部位に後遺障害を加重された場
合は、既にあった後遺障害に対する保
険金支払割合を控除して、保険金をお
支払いします。

（注４）既にお支払いした傷害後遺障害保険金
がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険
金額から既にお支払いした傷害後遺障
害保険金の額を差し引いた額が限度と
なります。また、保険期間を通じてお支払
いする傷害後遺障害保険金は、傷害死
亡・後遺障害保険金額が限度となります。

★傷害補償
（標準型）特約

傷害後遺障害
保険金 傷害死亡・

後遺障害保険金額
約款所定の保険金支払割合
（4％～100％）

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
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①入院※中に受けた手術※の場合

②①以外の手術の場合

（注）１事故に基づくケガ※について、１回の手術に限り
ます。また、１事故に基づくケガについて①および
②の手術を受けた場合は、①の算式によります。

傷害入院
保険金

保険期間中の事
故によるケガ※の
ため、入院※され
た場合（以下、こ
の状態を「傷害
入院」といいま
す。）

保険金の種類

傷
害
保
険
金

保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いしない主な場合

（注１）事故の発生の日からその日を含めて１８０日を
経過した後の入院※に対しては傷害入院保
険金をお支払いしません。また、お支払いす
る傷害入院の日数は１８０日が限度となります。

（注２）傷害入院保険金をお支払いする期間中にさら
に傷害入院保険金の「保険金をお支払いする
場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害
入院保険金を重ねてはお支払いしません。

保険金のお支払額

★傷害補償
（標準型）特約

傷害手術
保険金

保険期間中の事
故によるケガ※の
治療※のため、事
故の発生の日か
らその日を含めて
１８０日以内に手
術※を受けられた
場合

★傷害補償
（標準型）特約

山岳登はん（＊１）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（＊２）操縦（＊３）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（＊４）搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動

（＊１）ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング（フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。）をいいます。
（＊２）グライダーおよび飛行船は含みません。
（＊３）職務として操縦する場合は含みません。
（＊４）モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。

補償対象外となる運動等

【※印の用語のご説明】
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、
眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行（＊）または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
　（＊）いずれもそのための練習を含みます。
●「頸（けい）部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
　「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
　「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
　「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
　「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状（＊）を含み、次のい
ずれかに該当するものを含みません。

　①細菌性食中毒
　②ウイルス性食中毒
　（＊）継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害
に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
のないもの※を除きます。

●「誤嚥（えん）」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
　①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為（＊１）。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリ
ードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。

　②先進医療※に該当する診療行為（＊２）
　（＊１）①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の

算定対象として列挙されているものを含みます。
　（＊２）②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、

診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為
を除きます。

●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート（水上オートバイを含みます。）、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの（先進医療
ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。）をいいます。なお、先進医療の対象と
なる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。

●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

セットする特約
条件付戦争危険等免責に関する一部
修正特約（自動セット）

天災危険補償特約(自動セット）

特約の説明
【特約の説明】

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払
いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・
個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。

準記名式契約（全員付保）
（同一保険金額）特約
（自動セット）

被保険者となり得る方の名簿を保険契約者が備え付けることを条件として、ご加入時に被保険者の
記名を省略し、被保険者の人数でご加入いただくことができる特約です。保険契約者と一定の関係
にある方全員を被保険者としてご指定いただき、その人数を被保険者数とします。

地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※のときも、傷害保険金をお支払いします。

Ｐ9の傷害保険金の「保険金をお支
払いしない主な場合」と同じ。傷害入院保険金日額 × 傷害入院の日数

傷害入院保険金日額 × 10

傷害入院保険金日額 × 5
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（１）次のいずれかに該当する事由によって被用者が被った身体の障害（注1）については保険金をお支払いしません。
①保険契約者もしくは被保険者（注2）またはこれらの事業場の責任者の故意
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（注3）
④核燃料物質（注4）もしくは核燃料物質（注4）によって汚染された物（注5）の放射性、爆発性その他の有害な特
　性の作用またはこれらの特性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　等

（２）次のいずれかに該当する身体の障害については保険金をお支払いしません。
①被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害
②風土病による身体の障害
③職業性疾病（注6）による身体の障害
④被用者の故意、または被用者の重大な過失のみによって、その被用者本人が被った身体の障害
⑤被用者が次のいずれかに該当する間に、その被用者本人が被った身体の障害
　ア．法令に定められた運転資格（注7）を持たないで自動車等を運転している間
　イ．酒気を帯びた状態（注8）で自動車等を運転している間
　ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で

自動車等を運転している間
⑥被用者の故意の犯罪行為によってその被用者本人が被った身体の障害　　　　　　　　　　　　　　　 等

（３）労働基準法第76条第1項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業については、
保険金をお支払いしません。

（注1）身体の障害には、これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。
（注2）保険契約者もしくは被保険者とは、保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するそ

の他の機関をいいます。
（注3）暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と

認められる状態をいいます。
（注4）核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
（注5）核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
（注6）職業性疾病とは、労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、被用者が長期間にわたり業務に従事することにより、その

業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。
（例）・粉塵じんによる「じん肺」・著しい騒音による「耳の疾患」・タイピスト等の「手指のけいれん」

・鉛、水銀、マンガン等による「中毒」・アスベストによる「中皮腫」
（注7）法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
（注8）酒気を帯びた状態とは、道路交通法第65条（酒気帯び運転等の禁止）第1項に定める酒気を帯びた状態をいいます。

上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の定義については、普
通保険約款・特約の「保険金をお支払いしない場合」等をご確認ください。またご不明な点については、代理店・扱者または
引受保険会社までお問合わせください。

③保険金をお支払いしない主な場合

Ⅴ．職員向け災害見舞金補償（労働災害総合保険）

①保険金をお支払いする場合
施設職員（パート、アルバイト等の臨時雇職員を含みます。以下「被用者」といいます。）が、保険期間中、施
設業務上または通勤途上の災害（注）によって身体の障害（後遺障害、死亡を含みます。以下同様とします。）を
被り、政府労災保険等の保険給付がなされた場合に、被保険者が被用者またはその遺族に支払う金額としてこの
保険契約の普通保険約款・特約で定める金額を保険金としてお支払いします。
（注）通勤災害補償特約をセットしているため保険金をお支払いします。

②お支払いの対象となる保険金の種類、保険金の額
●死亡に対する法定外補償保険金
　被用者が業務上または通勤途上の災害（注）によって死亡した場合、Ａコースの場合500万円、Ｂコースの場合
1,000万円、Ｃコースの場合1,500万円をお支払いします。

●後遺障害に対する法定外補償保険金
　被用者が業務上または通勤途上の災害（注）によって後遺障害（政府労災保険の第１級～第14級）を被った場合、
後遺障害の等級に応じ、Ａコースの場合500万円～10万円、Ｂコースの場合1,000万円～20万円、Ｃコースの場
合1,500万円～30万円をお支払いします。

●休業に対する法定外補償保険金
　被用者が業務上または通勤途上の災害（注）による身体の障害によって休業し、賃金の支払いを受けられない場
合に、休業第４日目以後について、１日につき、Ａコースの場合1,000円、ＢコースおよびＣコースの場合
2,000円をお支払いします。ただし、1,092日分を限度とします。

＊1  業務災害、通勤災害、後遺障害等級、休業日数等の認定は、政府労災保険等の認定に従います。
＊2 お支払いする保険金の額は、この保険の支払限度額の範囲内でお支払いします。ただし、法定外補償規定等＊3を定めている場合は、

その金額を限度とします。ご加入者（被保険者：補償の対象者）が保険金の全部または一部を被災した被用者に対して支払わなかっ
た場合には、その部分については引受保険会社にご返還いただくこととなります。

＊3 法定外補償規定等とは、被保険者である事業主が被用者に対して、政府労災保険等の給付の他に一定の労働災害補償を行うことを目
的とする労働協約、就業規則、災害補償規定その他一定の災害補償を行う旨の規定等をいいます。

（注）通勤途上の災害は、「通勤災害補償特約」をセットしているため保険金をお支払いします。
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Ⅵ．短期入所児童向け傷害補償
　 （団体総合生活補償保険（標準型）＋管理下中の傷害危険補償特約＋準記名式契約（全員付保）（同一保険金額）特約＋天災危険補償特約）

※印を付した用語については、１３ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）

保険期間中の事
故によるケガ※の
ため、事故の発
生の日からその日
を含めて１８０日
以内に死亡され
た場合

●保険契約者、被保険者または保
　険金を受け取るべき方の故意また
　は重大な過失によるケガ※
●闘争行為、自殺行為または犯罪行
　為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯
　び運転※または麻薬等を使用して
　の運転中のケガ
●脳疾患、病気または心神喪失によ
　るケガ
●妊娠、出産、早産または流産による
　ケガ
●引受保険会社が保険金を支払う
　べきケガの治療※以外の外科的手
　術その他の医療処置によるケガ
●戦争、その他の変乱※、暴動による
　ケガ（テロ行為によるケガは、条件
　付戦争危険等免責に関する一部
　修正特約により、保険金の支払対
　象となります。）
●核燃料物質等の放射性・爆発性
　等によるケガ
●原因がいかなるときでも、頸（けい）
　部症候群※、腰痛その他の症状を
　訴えている場合に、それを裏付け
　るに足りる医学的他覚所見のない
　もの※
●入浴中の溺水※（ただし、引受保
　険会社が保険金を支払うべきケガ
　によって発生した場合には、保険
　金をお支払いします。）
●原因がいかなるときでも、誤嚥（え
　ん）※によって発生した肺炎
●別記の「補償対象外となる運動等」
　を行っている間のケガ
●乗用具※を用いて競技等※をして
　いる間のケガ
　　　　　　 　　　　　  　など
（注）細菌性食中毒およびウイルス性
　　食中毒は、補償の対象にはなり
　　ません。

保険金の種類

傷
害
保
険
金

保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いしない主な場合

（注１）傷害死亡保険金受取人（定めなかった
場合は被保険者の法定相続人）にお支
払いします。

（注２）既にお支払いした傷害後遺障害保険金
がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険
金額から既にお支払いした傷害後遺障
害保険金の額を差し引いた額をお支払
いします。

保険金のお支払額

保険期間中の事
故によるケガ※の
ため、事故の発
生の日からその日
を含めて１８０日
以内に後遺障害※
が発生した場合

　　　　　　　 ×

（注１）政府労災保険に準じた等級区分ごと
に定められた保険金支払割合で、傷
害後遺障害保険金をお支払いします。

（注２）被保険者が事故の発生の日からその日
を含めて１８０日を超えてなお治療※を
要する状態にある場合は、引受保険会
社は、事故の発生の日からその日を含
めて１８１日目における医師※の診断に
基づき後遺障害※の程度を認定して、
傷害後遺障害保険金をお支払いしま
す。

（注３）同一の部位に後遺障害を加重され
た場合は、既にあった後遺障害に対
する保険金支払割合を控除して、保
険金をお支払いします。

（注４）既にお支払いした傷害後遺障害保
険金がある場合は、傷害死亡・後遺
障害保険金額から既にお支払いし
た傷害後遺障害保険金の額を差し
引いた額が限度となります。また、保
険期間を通じてお支払いする傷害
後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺
障害保険金額が限度となります。

★傷害補償
（標準型）特約

傷害死亡
保険金
★傷害補償
（標準型）特約

傷害後遺障害
保険金

傷害死亡・
後遺障害保険金額

約款所定の保険金支払割合
（4％～100％）

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
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「短期入所児童向け傷害補償」では、施設の管理下中のみ（往復途上を含む）が保険金お支払いの対象となります。

山岳登はん（＊１）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（＊２）操縦（＊３）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（＊４）搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動

（＊１）ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング（フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。）をいいます。
（＊２）グライダーおよび飛行船は含みません。
（＊３）職務として操縦する場合は含みません。
（＊４）モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。

補償対象外となる運動等

セットする特約
条件付戦争危険等免責に関する一部
修正特約（自動セット）

天災危険補償特約（自動セット）

特約の説明
【特約の説明】

【※印の用語のご説明】

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払
いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・
個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。

準記名式契約（全員付保）
（同一保険金額）特約
（自動セット）

被保険者となり得る方の名簿を保険契約者が備え付けることを条件として、ご加入時に被保険者の
記名を省略し、被保険者の人数でご加入いただくことができる特約です。保険契約者と一定の関係
にある方全員を被保険者としてご指定いただき、その人数を被保険者数とします。

地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※のときも、傷害保険金をお支払いします。
管理下中の傷害危険補償特約（自動セット）

●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼
科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行（＊）または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
　（＊）いずれもそのための練習を含みます。
●「頸（けい）部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
　「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
　「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
　「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
　「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状（＊）を含み、次のいずれか
に該当するものを含みません。

　①細菌性食中毒
　②ウイルス性食中毒
　（＊）継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至
ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
※を除きます。

●「誤嚥（えん）」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
　①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為（＊１）。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリード
マン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。

　②先進医療※に該当する診療行為（＊２）
　（＊１）①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対

象として列挙されているものを含みます。
　（＊２）②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、

検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート（水上オートバイを含みます。）、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの（先進医療ごと
に別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。）をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技
術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。

●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

傷害入院
保険金

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額

★傷害補償
（標準型）特約

傷害手術
保険金
★傷害補償
（標準型）特約

保険期間中の事
故によるケガ※の
ため、入院※され
た場合（以下、こ
の状態を「傷害
入院」といいま
す。）傷

害
保
険
金

（注１）事故の発生の日からその日を含めて１８０日を
経過した後の入院※に対しては傷害入院保
険金をお支払いしません。また、お支払いす
る傷害入院の日数は１８０日が限度となります。

（注２）傷害入院保険金をお支払いする期間中にさら
に傷害入院保険金の「保険金をお支払いする
場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害
入院保険金を重ねてはお支払いしません。

①入院※中に受けた手術※の場合

②①以外の手術の場合

（注）１事故に基づくケガ※について、１回の手術に限り
ます。また、１事故に基づくケガについて①および
②の手術を受けた場合は、①の算式によります。

保険期間中の事
故によるケガ※の
治療※のため、事
故の発生の日か
らその日を含めて
１８０日以内に手
術※を受けられた
場合

保険金をお支払いしない主な場合
Ｐ12の傷害保険金の「保険金をお支
払いしない主な場合」と同じ。傷害入院保険金日額 × 傷害入院の日数

傷害入院保険金日額 × 10

傷害入院保険金日額 × 5
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Ⅶ．ボランティア・実習生向け傷害補償
　 （団体総合生活補償保険（標準型）＋管理下中の傷害危険補償特約＋準記名式契約（一部付保）（同一保険金額）特約）

※印を付した用語については、１５ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）

傷害死亡
保険金

保険期間中の事
故によるケガ※の
ため、事故の発
生の日からその日
を含めて１８０日
以内に死亡され
た場合

●保険契約者、被保険者または保
　険金を受け取るべき方の故意また
　は重大な過失によるケガ※
●闘争行為、自殺行為または犯罪行
　為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯
　び運転※または麻薬等を使用して
　の運転中のケガ
●脳疾患、病気または心神喪失によ
　るケガ
●妊娠、出産、早産または流産による
　ケガ
●引受保険会社が保険金を支払う
　べきケガの治療※以外の外科的手
　術その他の医療処置によるケガ
●戦争、その他の変乱※、暴動による
　ケガ（テロ行為によるケガは、条件
　付戦争危険等免責に関する一部
　修正特約により、保険金の支払対
　象となります。）
●地震もしくは噴火またはこれらを原
　因とする津波によるケガ
●核燃料物質等の放射性・爆発性
　等によるケガ
●原因がいかなるときでも、頸（けい）
　部症候群※、腰痛その他の症状を
　訴えている場合に、それを裏付け
　るに足りる医学的他覚所見のない
　もの※
●入浴中の溺水※（ただし、引受保
　険会社が保険金を支払うべきケガ
　によって発生した場合には、保険
　金をお支払いします。）
●原因がいかなるときでも、誤嚥（え
　ん）※によって発生した肺炎
●別記の「補償対象外となる運動等」
　を行っている間のケガ
●乗用具※を用いて競技等※をして
　いる間のケガ
　　　　　　 　　　　　  　など
（注）細菌性食中毒およびウイルス性
　　食中毒は、補償の対象にはなり
　　ません。

保険金の種類

傷
害
保
険
金

保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いしない主な場合

（注１）傷害死亡保険金受取人（定めなかった
場合は被保険者の法定相続人）にお支
払いします。

（注２）既にお支払いした傷害後遺障害保険金
がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険
金額から既にお支払いした傷害後遺障
害保険金の額を差し引いた額をお支払
いします。

保険金のお支払額

★傷害補償
（標準型）特約

傷害後遺障害
保険金

保険期間中の事
故によるケガ※の
ため、事故の発
生の日からその日
を含めて１８０日
以内に後遺障害※
が発生した場合

　　　　　　　 ×

（注１）政府労災保険に準じた等級区分ごとに
定められた保険金支払割合で、傷害後
遺障害保険金をお支払いします。

（注２）被保険者が事故の発生の日からその日
を含めて１８０日を超えてなお治療※を要
する状態にある場合は、引受保険会社
は、事故の発生の日からその日を含めて
１８１日目における医師※の診断に基づき
後遺障害※の程度を認定して、傷害後
遺障害保険金をお支払いします。

（注３）同一の部位に後遺障害を加重された場
合は、既にあった後遺障害に対する保
険金支払割合を控除して、保険金をお
支払いします。

（注４）既にお支払いした傷害後遺障害保険金
がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険
金額から既にお支払いした傷害後遺障
害保険金の額を差し引いた額が限度と
なります。また、保険期間を通じてお支払
いする傷害後遺障害保険金は、傷害死
亡・後遺障害保険金額が限度となります。

★傷害補償
（標準型）特約

傷害死亡・
後遺障害保険金額

約款所定の保険金支払割合
（4％～100％）

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
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山岳登はん（＊１）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（＊２）操縦（＊３）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（＊４）搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動

（＊１）ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング（フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。）をいいます。
（＊２）グライダーおよび飛行船は含みません。
（＊３）職務として操縦する場合は含みません。
（＊４）モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。

補償対象外となる運動等

セットする特約
条件付戦争危険等免責に関する一部
修正特約（自動セット）

特約の説明
【特約の説明】

【※印の用語のご説明】

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払
いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・
個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。

準記名式契約（一部付保）
（同一保険金額）特約
（自動セット）

被保険者となり得る方の名簿を保険契約者が備え付けることを条件として、ご加入時に被保険者の
記名を省略し、被保険者の人数でご加入いただくことができる特約です。保険契約者と一定の関係に
ある方全員を被保険者としてご指定いただき、その１日あたりの最高稼働人数を被保険者数とします。

管理下中の傷害危険補償特約
（自動セット）

「ボランティア・実習生向け傷害補償」では、施設の管理下中のみ（往復途上を含む）が保険金お支
払いの対象となります。

●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼
科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行（＊）または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
　（＊）いずれもそのための練習を含みます。
●「頸（けい）部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
　「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
　「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
　「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
　「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状（＊）を含み、次のいずれか
に該当するものを含みません。

　①細菌性食中毒
　②ウイルス性食中毒
　（＊）継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至
ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
※を除きます。

●「誤嚥（えん）」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
　①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為（＊１）。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリード
マン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。

　②先進医療※に該当する診療行為（＊２）
　（＊１）①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対

象として列挙されているものを含みます。
　（＊２）②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、

検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート（水上オートバイを含みます。）、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの（先進医療ごと
に別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。）をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技
術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。

●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

傷害入院
保険金

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額

★傷害補償
（標準型）特約

傷害手術
保険金
★傷害補償
（標準型）特約

保険期間中の事
故によるケガ※の
ため、入院※され
た場合（以下、こ
の状態を「傷害
入院」といいま
す。）傷

害
保
険
金

（注１）事故の発生の日からその日を含めて１８０日を
経過した後の入院※に対しては傷害入院保
険金をお支払いしません。また、お支払いす
る傷害入院の日数は１８０日が限度となります。

（注２）傷害入院保険金をお支払いする期間中にさら
に傷害入院保険金の「保険金をお支払いする
場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害
入院保険金を重ねてはお支払いしません。

①入院※中に受けた手術※の場合

②①以外の手術の場合

（注）１事故に基づくケガ※について、１回の手術に限り
ます。また、１事故に基づくケガについて①および
②の手術を受けた場合は、①の算式によります。

保険期間中の事
故によるケガ※の
治療※のため、事
故の発生の日か
らその日を含めて
１８０日以内に手
術※を受けられた
場合

保険金をお支払いしない主な場合
Ｐ14の傷害保険金の「保険金をお支
払いしない主な場合」と同じ。傷害入院保険金日額 × 傷害入院の日数

傷害入院保険金日額 × 10

傷害入院保険金日額 × 5
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加 入 手 続

１．加入申込票の記入、送付
「児童養護施設損害保険制度加入申込票」、「入所児童在籍状況報告」を児童育成
協会ホームページに掲載しておりますので、必要事項をご入力のうえご出力いただ
き、入所児童個人賠償補償にご加入の場合には前年度の中学生以上の在籍名簿と
共に、返信用封筒にて2021年10月13日までに公益財団法人 児童育成協会に到着する
ようご返送ください。
URL：https://www.kodomono-shiro.or. jp
（ホームページより加入申込票を作成できない場合は、別添の加入申込票にご記入
のうえ、ご返送ください。）
加入申込票の記入にあたっては、次ページの記入例を参考にしてください。

２．保険料の振込
加入申込票により算出された保険料（合計保険料）を、下記口座宛にお振込ください。
なお、振込手数料は施設様にてご負担いただきますようお願いいたします。
（2021年10月13日までに着金するようお手続ください。）

３．加入者証の送付
保険期間開始（2021年11月1日）の1～2か月後に、「加入者証」を送付させていただ
きます。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

４．中途加入手続について
上記期日以降に中途加入を希望される場合、毎月20日までに手続完了（加入申込票の
到着および保険料の着金）するものに限り、翌月1日午前0時より保険期間（補償）が
開始されます。なお、保険期間の終期は2022年11月1日午後4時となります。
中途加入の場合の保険料は別途MSK保険センター（株）までお問合わせください。
お手続については別添のマニュアルをご確認ください。

＜保険料振込口座＞

みずほ銀行　新橋支店　普通２８６２８７３
口座名義　公益財団法人 児童育成協会
口座名義（カナ）　ザイ）ジドウイクセイキヨウカイ
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Q&A
●お手続きについて

Q5　事故がありました。どのように手続き
　　をするのですか？

Q3　加入者証はいつ届きますか？

A　主契約である入所児童２４時間傷害補償・施設管理者
賠償補償・入所児童個人賠償補償の場合は手続不要で
す。上記以外の児童の場合は手続きが必要な場合があり
ます。MSK保険センター（株）へお問合わせください。

Q1　児童が入所／脱退しました。手続き

は必要ですか？

Q4　申込時に入所児童名簿の添付は
必要ですか？

Q2　保育園へ通っていた児童が小学校に

入学しました。手続きは必要ですか？

A　任意契約の入所児童２４時間傷害補償に加入している
場合は手続きが必要です。中途加入・脱退時手続き
マニュアルの要領でお手続きください。

A　保険期間開始の1～2か月後に、三井住友海上火災保険（株）
より「加入者証」を送付させていただききます。

A　入所児童個人賠償補償ご加入の場合は、前年度の中学
生以上の在籍名簿のご提出が必要です。それ以外はご
提出は不要ですが、事故時にご提出をお願いすること
がありますので備付をお願いします。

A　パンフレット２２ページの「児童養護施設損害保険制度」
事故報告書にご記入、FAX後、２３ページの担当保険金
お支払センターへご連絡ください。詳しくは２１ページ
『事故が発生した場合』をご覧ください。

●補償内容について

A　ショートステイ、トワイライトステイ等、児童相談所等
行政機関からの要請で入所する場合に対象になります。

A　施設管理下ではなくなるので、通常は施設に賠償責任
が発生せず、補償の対象にはなりません。ただし、
同行していた職員が注意を怠った場合等、施設に賠
償責任が発生する場合には補償の対象となります。

Q2　入所児童が里親の家へ一時的に行く
ことになりました。里親の家へ行って
いる間でも、施設管理者賠償補償は
補償の対象になりますか？

Q1　短期入所児童向け傷害補償で対象に
なるのはどのような児童ですか？

Q3　入所児童個人賠償補償の対象が中
学生以上なのはなぜですか？

A　一般的には、中学生以上であれば責任能力があると
みなされ、児童に賠償責任が生じるためです。

Ｑ4　自治体で自転車保険の加入が義務
付けられました。入所児童が自転
車事故を起こした場合この保険で
対応できますか？

Ａ　以下のとおりです。
○児童のケガ：入所児童２４時間傷害補償（主契約または
　　　　　　　任意契約）で対象になります。
○第三者のケガ・財物損壊についての賠償責任
　小学生以下の児童による事故：施設管理下（施設が保護
　　　　　　　　　　　　　　　者責任を問われる場合）での
　　　　　　　　　　　　　　　事故であれば対象になります。
　中学生以上の児童による事故：対象になります。
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81～90名
35,830円
39,910円
43,910円

101名以上
41,110円
45,520円
50,050円

「児童養護施設損害保険制度」加入申込票

＜裏面も必ずご覧ください＞

この保険契約で保険金のお支
払対象となる損害を補償する
他の保険契約等がある。（あり
のときは右欄に記入。記入がな
い場合は「なし」となります。）

保険会社

保険種類

保険金額・支払限度額

過去3年間における事故
あり ありの場合 回

公益財団法人 児童育成協会　行 申込日　　　　　　年　　　月　　　日

下記事項に相違がないことを確認の上、「児童養護施設損害保険制度」の加入を申込みます。また、「職員向け災害見舞金補償」につ
いて、労働災害総合保険普通保険約款および特約の規定により、保険料の算出等に用いる正確な数値等を「職員向け災害見舞金補
償」の施設職員数欄にて通知いたします。
＊フリガナも必ずご記入ください。

施 設 名

代表者名

施設住所

保険期間

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

ＴＥＬ（　　　  ）　　   －
ＦＡＸ（　　　  ）　　   －

担当者名

〒

　　　　　　年　　　　月　　日 午後4時　　～　　２０２２年１１月　１日 午後4時

加入内容および保険料（保険金額・補償内容はパンフレットの通り）

以下、加入する補償にチェックの上、必要事項を記入ください。
　　　↓チェック欄

①
主
契
約
（
セ
ッ
ト
）

入所児童24時間
傷害補償

施設管理者賠償補償

×（　　　　　口） １円単位
円

１円単位

円

１円単位

円

※施設児童定員数

（　　　　　名）

（　　　　　名）

（　　　　　名）

下表の保険料を記入

０円

加入コース（いずれかに○をしてください）
　Ａコース（　  ）Ｂコース（　  ）Ｃコース（　  ）
昇降機の有無（いずれかに○をしてください）
　なし（　  ）  あり（　  ）→台数（　  台）

主契約保険料 小計…①

（注3）幼稚園・小学校・中学校・高校以外対象の名簿人数〈名簿備付要・提出不要〉
（注4）現在把握可能な最近の労働保険年度の平均被用者数
（注5）短期入所児童の名簿人数〈名簿備付要・提出不要〉
（注6）「1日に最大何名がボランティアおよび実習生として従事するか」の見込人数〈名簿備付要・提出不要〉

（注1）児童数は協会に対して報告している把握可能な最近の会計年度（1年間）の年間平均入所
児童数（新設施設は把握可能な直近平均入所児童数）

（注2）「入所児童月別在籍状況報告」で算出した人数による保険料

＊前年度の中学生以上の在籍名簿のご提出が必要です。

１円単位四捨五入 10円単位

０円

０円

０円

０円

※
他
の

保
険
契
約
等

定員
Ａコース
Ｂコース
Ｃコース

11～30名
25,940円
28,580円
31,440円

10名まで
21,620円
23,820円
26,200円

31～60名
29,300円
33,040円
36,350円

61～70名
30,900円
34,680円
38,160円

71～80名
33,320円
37,250円
40,980円

91～100名
38,420円
42,680円
46,940円

扱課支社コード 扱代理店コード 加入No.

昇降機がある場合は、１台につき右記の保険料を加算してください。Ａコース3,500円、Ｂコース4,240円、Ｃコース4,500円

印

中学生以下（幼稚園・小学校・中学校）の児童数（注1）

高校生（高等学校）の児童数（注1）
１,３８０円

１,６２８円

最高５口、２口以上
でのご加入をお勧め
します。

×

×

保険契約についての重要事項
に関する説明書類を受け取る
とともに、申込内容が意向に
沿ったものであることを確認
し、個人情報の取扱いに同意
のうえ加入を申し込みます。

（ご注意）加入申込票には事実を正確にご回答（記入）ください。※印の項目は危険に関する重要な事項です。ご回答内容が事実と相違する場合または事実を記載しなかった場合はご契約を
解除し、保険金をお支払いできないことがありますので十分にご確認のうえご回答（記入）ください。

入所児童個人賠償補償
０円

②
任
意
契
約

短期入所
児童向け傷害補償

職員向け災害
見舞金補償

ボランティア・実習生向け
傷害補償

※施設職員数（注4）加入コースに○をしてください
（パート・アルバイトを含む）
（　　　　　　 名）　　×

（　  ）Ａコース　　 ８７６円
（　  ）Ｂコース  １,７５３円
（　  ）Ｃコース  ２,３７１円

短期入所児童の人数（注5）

（　　　　　名）　　 × 　　2 ,12０円　× （　　　口）最高５口
ボランティア・実習生の最高稼働人数（注6）※

（　　　　　　　名）　×  　2 ,05０円　× （　　　口）最高5口

任意契約保険料 小計…②

合計保険料 ……①＋②

入所児童24時間傷害補償
（幼稚園・小学校・中学校・高等学校以外対象）

児童数（注3）　      　　　　　　　　　　　  × （　　　口）

（　　　　　　名）　× 　3,070円 ０円

1円単位

円

最高５口。2口以上での
ご加入をお勧めします。

社会福祉法人日本養護園

〈記入例〉 ※別添の加入申込票をご使用いただく場合の記入例　　　　　　　です。
　児童育成協会ホームページに保険料自動計算機能　　　　　　　付きのものを掲載しておりますので、極力そちらをご使用ください。

施設長　三井太郎

東京都千代田区神田３－９

シャカイフクシホウジンニホンヨウゴエン

シセツチョウ　ミツイタロウ
スミトモイチロウ

トウキョウトチヨダクカンダ３－９

２０２１ 　１

０１２
０１２

３４５
３４５

６７××
６７××

１０１ ８０１１

住友　一郎

２０２１ １１ １

３３,１２０

１３,０２４

４０ ,８５

１１ ,８３

４６ ,０５

１８ ,９７

９８ ,８２４

５３ , ００

  １ 2 , 3  0

１３０ , ３２

２２９ , １４４

６

４０

２

４

１

８

3

５

３

５

2

５

「入所児童月別在籍状況報告」で算出した保険料（注2）

１０

18



81～90名
35,830円
39,910円
43,910円

101名以上
41,110円
45,520円
50,050円

「児童養護施設損害保険制度」加入申込票

＜裏面も必ずご覧ください＞

この保険契約で保険金のお支
払対象となる損害を補償する
他の保険契約等がある。（あり
のときは右欄に記入。記入がな
い場合は「なし」となります。）

保険会社

保険種類

保険金額・支払限度額

過去3年間における事故
あり ありの場合 回

公益財団法人 児童育成協会　行 申込日　　　　　　年　　　月　　　日

下記事項に相違がないことを確認の上、「児童養護施設損害保険制度」の加入を申込みます。また、「職員向け災害見舞金補償」につ
いて、労働災害総合保険普通保険約款および特約の規定により、保険料の算出等に用いる正確な数値等を「職員向け災害見舞金補
償」の施設職員数欄にて通知いたします。
＊フリガナも必ずご記入ください。

施 設 名

代表者名

施設住所

保険期間

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

ＴＥＬ（　　　  ）　　   －
ＦＡＸ（　　　  ）　　   －

担当者名

〒

　　　　　　年　　　　月　　日 午後4時　　～　　２０２２年１１月　１日 午後4時

加入内容および保険料（保険金額・補償内容はパンフレットの通り）

以下、加入する補償にチェックの上、必要事項を記入ください。
　　　↓チェック欄

①
主
契
約
（
セ
ッ
ト
）

入所児童24時間
傷害補償

施設管理者賠償補償

×（　　　　　口） １円単位
円

１円単位

円

１円単位

円

※施設児童定員数

（　　　　　名）

（　　　　　名）

（　　　　　名）

下表の保険料を記入

０円

加入コース（いずれかに○をしてください）
　Ａコース（　  ）Ｂコース（　  ）Ｃコース（　  ）
昇降機の有無（いずれかに○をしてください）
　なし（　  ）  あり（　  ）→台数（　  台）

主契約保険料 小計…①

（注3）幼稚園・小学校・中学校・高校以外対象の名簿人数〈名簿備付要・提出不要〉
（注4）現在把握可能な最近の労働保険年度の平均被用者数
（注5）短期入所児童の名簿人数〈名簿備付要・提出不要〉
（注6）「1日に最大何名がボランティアおよび実習生として従事するか」の見込人数〈名簿備付要・提出不要〉

（注1）児童数は協会に対して報告している把握可能な最近の会計年度（1年間）の年間平均入所
児童数（新設施設は把握可能な直近平均入所児童数）

（注2）「入所児童月別在籍状況報告」で算出した人数

＊前年度の中学生以上の在籍名簿のご提出が必要です。

１円単位四捨五入 10円単位

０円

０円

０円

０円

※
他
の

保
険
契
約
等

定員
Ａコース
Ｂコース
Ｃコース

11～30名
25,940円
28,580円
31,440円

10名まで
21,620円
23,820円
26,200円

31～60名
29,300円
33,040円
36,350円

61～70名
30,900円
34,680円
38,160円

71～80名
33,320円
37,250円
40,980円

91～100名
38,420円
42,680円
46,940円

扱課支社コード 扱代理店コード 加入No.

昇降機がある場合は、１台につき右記の保険料を加算してください。Ａコース3,500円、Ｂコース4,240円、Ｃコース4,500円

印

中学生以下（幼稚園・小学校・中学校）の児童数（注1）

高校生（高等学校）の児童数（注1）
１,３８０円

１,６２８円

最高５口、２口以上
でのご加入をお勧め
します。

×

×

保険契約についての重要事項
に関する説明書類を受け取る
とともに、申込内容が意向に
沿ったものであることを確認
し、個人情報の取扱いに同意
のうえ加入を申し込みます。

（ご注意）加入申込票には事実を正確にご回答（記入）ください。※印の項目は危険に関する重要な事項です。ご回答内容が事実と相違する場合または事実を記載しなかった場合はご契約を
解除し、保険金をお支払いできないことがありますので十分にご確認のうえご回答（記入）ください。

入所児童個人賠償補償
０円

②
任
意
契
約

短期入所
児童向け傷害補償

職員向け災害
見舞金補償

ボランティア・実習生向け
傷害補償

※施設職員数（注4）加入コースに○をしてください
（パート・アルバイトを含む）
（　　　　　　 名）　　×

（　  ）Ａコース　　 ８７６円
（　  ）Ｂコース  １,７５３円
（　  ）Ｃコース  ２,３７１円

短期入所児童の人数（注5）

（　　　　　名）　　 × 　　2 ,12０円　× （　　　口）最高５口
ボランティア・実習生の最高稼働人数（注6）※

（　　　　　　　名）　×  　2 ,05０円　× （　　　口）最高5口

任意契約保険料 小計…②

合計保険料 ……①＋②

入所児童24時間傷害補償
（幼稚園・小学校・中学校・高等学校以外対象）

児童数（注3）　      　　　　　　　　　　　  × （　　　口）

（　　　　　　名）　× 　3,070円 ０円

1円単位

円

最高５口。2口以上での
ご加入をお勧めします。

社会福祉法人日本養護園

〈記入例〉 ※別添の加入申込票をご使用いただく場合の記入例　　　　　　　です。
　児童育成協会ホームページに保険料自動計算機能　　　　　　　付きのものを掲載しておりますので、極力そちらをご使用ください。

施設長　三井太郎

東京都千代田区神田３－９

シャカイフクシホウジンニホンヨウゴエン

シセツチョウ　ミツイタロウ
スミトモイチロウ

トウキョウトチヨダクカンダ３－９

２０２１ 　１

０１２
０１２

３４５
３４５

６７××
６７××

１０１ ８０１１

住友　一郎

２０２１ １１ １

３３,１２０

１３,０２４

４０ ,８５

１１ ,８３

４６ ,０５

１８ ,９７

９８ ,８２４

５３ , ００

  １ 2 , 3  0

１３０ , ３２

２２９ , １４４

６

４０

２

４

１

８

3

５

３

５

2

５

「入所児童月別在籍状況報告」で算出した保険料

１０
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児童養護施設損害保険制度における保険金のお支払い事例

執務中、職員が児童の遊んでいたボールを拾おうとしたところ、誤って
自分が階段から落ち、胸椎圧迫骨折、頸部打撲を負い休業したもの。

職員が出勤途中、交差点で出合い頭に衝突、頸部捻挫および挫傷を負
い休業したもの。

職員向け災害見舞金補償

施設のグラウンドにて野球を行っている時、打ったボールが近くに駐
車中の自動車に当たって破損させたもの。

児童がソフトボール中、移動式バックネットに衝突し、これが倒れて
駐車中の自動車を破損させたもの。

児童が畑に入った野球のボールを棒で探し、ボールを見つけた後、そ
の棒を置きっぱなしにしたところ、後日コンバインで農作業中、コン
バインが棒を巻き込み破損したもの。

施設の浴室の温度調整を誤り熱湯状態のところへ園児が飛び込み、ヤ
ケドしたもの。

小学生以下の児童が施設から学校や友人の家へ行く途中に自転車でス
ピードを出し過ぎて歩行者に衝突、ケガを負わせたもの。（施設が保
護者責任を問われる場合）

保険の種類 事故の内容

児童の振ったバットが近くにいた他の児童にあたって打撲したもの。

児童が遊戯中、自分の前歯が右足の膝に当たり、膝を切ったもの。

サッカーボールの蹴り合いで右足じん帯を切断したもの。

入所児童24時間傷害補償

施設管理者賠償補償

施設運動場の鉄棒より落下、背骨の一部を圧迫骨折したもの。

自転車にて登校途中、対向車がきたので急ブレーキをかけたところ、
転倒して顔面および足に打撲を負ったもの。

観光旅行の帰りに大型トラックと衝突。１名が死亡、１名が頭部に
打撲を負ったもの。

自転車搭乗中に自動車と衝突。右鎖骨を骨折したもの。

児童が小学校で保健室の電話機を破損させたもの。

児童（16才）が自転車運転中、歩行者（60才）に後ろから衝突し、頭
蓋骨骨折・脳挫傷を負わせ、結果２日後に死亡したもの。（法律上の
賠償責任を負った場合）

児童（17才）が自転車にて通学中、歩行者と衝突し負傷させたもの。
（法律上の賠償責任を負った場合）

スキー場にて児童（14才）が友達の後を追ってスキーで滑降中、前方を
滑っていた子供に衝突し、骨折させ法律上の賠償責任を負ったもの。

児童（15才）が友人と教員住宅内で石投げをしていたところ、車に当
たり傷をつけ法律上の賠償責任を負ったもの。

児童（17才）が自転車搭乗中にバランスを失い、停車中の車に接触、傷を
つけ法律上の賠償責任を負ったもの。

入所児童個人賠償補償
〈団体総合生活補償保険〉
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事故が発生した場合
　　保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。（22ページの「事故報告書」に

必要事項を記入の上、23ページの各県事故連絡先に電話する前にＦＡＸください）。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内い
たします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかっ
た場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いする
ことがあります。

　〈 保険金支払いの履行期 〉
　　●引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（注1）をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必

要な事項の確認（注2）を終えて保険金をお支払いします。（注3）
 （注1）保険金請求に必要な書類は、「2.保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される

場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
 （注2）保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引

受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
 （注3）必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法

が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数ま
でに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を
受け取るべき方に通知します。

　〈 代理請求人について〉（ II．施設管理者賠償補償、V．労働災害総合保険は対象外です。）
　　●高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被

保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）等（以下「代
理請求人」といいます。詳細は（注）をご参照ください。）が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保
険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。

　　　（注）①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）」
　　　　　②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
　　　　　　「被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親族」
　　　　　③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
　　　　　　「上記①以外の配偶者（＊）」または「上記②以外の３親等内の親族」
　　　（＊）法律上の配偶者に限ります。

１．〈保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡〉

　　●被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保
険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

　　【ご提出いただく書類】
　　（傷害補償用）
　　以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
　　・引受保険会社所定の保険金請求書
　　・引受保険会社所定の同意書
　　・事故原因・損害状況に関する資料
　　・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料（住民票、健康保険証（写）等）
　　・引受保険会社所定の診断書
　　・診療状況申告書
　　・公の機関（やむを得ない場合は第三者）等の事故証明書
　　・死亡診断書
　　・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
　　・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
　　・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類
　　・被保険者であることを確認するための書類（保険契約者備付名簿（写）、被保険者数兼被保険者証明書、被保険者証明書（兼事故

　証明書）、請負契約書（写）、発注書（写）等）

　　事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
　　●上記のご提出いただく書類は、普通傷害保険、団体総合生活補償保険の事故が発生した場合のお取扱いとなります。それ以外の保

険につきましては、パンフレット後半に記載の各保険の『重要事項のご説明』をご覧ください。

２．保険金のご請求時にご提出いただく書類

　　●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引
受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われ
た場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。

　　＜示談交渉サービス＞
日本国内において発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得
られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故
で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。

　　＜示談交渉を行うことができない主な場合＞
　　○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
　　○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
　　○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
　　○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合

３．示談交渉について
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施 設 名

報告日　　　　　　年　　　月　　　日

三井住友海上火災保険株式会社　御中

「児童養護施設損害保険制度」事故報告書

被害者氏名等
（物損の場合は所有者）

事故発生状況
および

被害の状況

（担当者名 　　　　　　　　　　）
〒

ＴＥＬ（　　　）　　̶ ＦＡＸ（　　　）　　̶

施設との関係
（　　  ）措置児童　（　　  ）職員　　　
（　　  ）第三者　　（　　  ）その他　→（　　　　　　　　　 ）

受傷の部位や、入院の有無など、できるだけ具体的にご記入ください。
（損害賠償の請求を受けたときは、その内容を記載してください。）

本紙をコピーしてご使用ください

施 設 住 所

事故発生日時

事故発生場所

　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　時頃

氏名

住所

ＴＥＬ（　　　）　　̶

生年月日　　　月　　　日（　才）
□ 通園・通学をしている　□ 通園・通学をしていない
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